
※１ 　速報時に判明している状況であり、調査が進むにつれて内容が変わることがあります。

※２ 　速報時に判明している状況から同種災害を防止するために想定される再発防止対策や関
連通達・指針です。

起因物

災害発生
状況
※1

 事業場構内において、乗用車を移動
させていたところ、車止めを乗り越
え､法面30ｍ下に転落した。

想定され
る再発防
止対策
※２

○

○

○

　十分な高さや強度のある車止めを設置すること。

　走行中に法面先が目視できるように、柵や注意標識を設ける
こと。

　運転手に対し、車両の運転に関して安全教育を実施するこ
と。

乗用車、バス、バイク 事故の型 墜落・転落

死亡災害速報

発生月 令和５年３月 業種 運輸交通業

番号：R5－6

広島労働局 健康安全課
各 労働基準監督署

法面


